
 

 
 

京㒔市建築協定㐃絡協㆟会つ約 
㸦目的㸧 

第㸯条 京都市建築協定連絡協議会（以下「本会」という。）は，京都市長が認可した建築

協定（以下「建築協定」という。）の運営委員会が相互に連絡を取り合い，情報交換，普

及啓発を行うことにより，建築協定制度の有効な活用を図り，建築協定地区の良好な環境

を維持増進することを目的とする。 

 

㸦会員㸧 
第㸰条 本会は，加入する各建築協定の運営委員会（以下「各運営委員会」という。）によ

り構成する。 
 㸰 会員は，本会の構成員である各運営委員会とする。 

 

㸦役員等㸧 

第㸱条 本会には，次の役員を置く。 

  会長 1 名    副会長 2 名   会計  㸯名    幹事 若干名 

㸰 本会には，会計監査 2 名以内を置く。 
㸱 本会には，顧問若干名を置くことができる。 

 

㸦役員等の㑅出㸧  

第㸲条 役員は，各運営委員会の委員又は各運営委員会の設置根拠となる建築協定に合意

している者のうち当該運営委員会の推薦を受けた者の中から，総会において，互選により

選出する。ただし，欠員が生じた場合は，第㸯０条に定める役員会（以下「役員会」とい

う。）の議決によって補充することができる。 
㸰 会計監査及び顧問は，役員会の承認を得て会長が委嘱する。 

 

㸦役員等の任務㸧 

第 5 条 会長は，本会を代表し，会務を統轄する。 

㸰 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その任務を代行する。 

㸱 幹事は，本会の運営に必要な活動を行う。 

㸲 会計は，本会の経理に関する業務を処理する。 

㸳 会計監査は，会計報告の監査に関する業務を処理する。また，本会の運営に必要な活

動の補助をすることができる。 

㸴 顧問は，本会の運営に関する助言をすることができる。 

 
㸦役員等の任期㸧 

第㸴条 役員，会計監査及び顧問の任期は㸰年とし，再任を妨げない。ただし，欠員により

補充された者の任期は，前任者の残任期間とする。 

㸰 役員及び会計監査は，その任期満了後も後任者が就任するまではその任務を行う。 



 

  
 

 

㸱 役員は，その任期中に第㸲条第㸯項に定める要件を満たさなくなった場合において

も，役員会の承認を得た場合は，任期が満了するまではその任務を行う。ただし，各運

営委員会の設置根拠となる建築協定に合意している者に限る。 
 

㸦事務局㸧 

第㸵条 本会の事務局設置については，役員会の定めるところによる。   
㸰 本会の活動と事務局の運営については，京都市と連携して取り組むこととする。  

 

㸦総会㸧 

第㸶条 総会は，会長が年㸯回招集する。ただし，会長が必要あると認めた場合は臨時に招

集することができる。 

㸰 総会の議長は，その総会に出席した者の中から選出する。 

㸱 総会は，次に掲げる事項を審議，議決する。 
（㸯） 前年度の事業報告及び決算報告 
（㸰） 当該年度の事業計画及び予算 
（㸱） 規約の改正 

（㸲） その他重要事項 

 
㸦総会の成立及び㆟決㸧 

第㸷条 総会は，会員の㸱分の㸰以上の出席により成立する。 
 㸰 総会においては，会員である各建築協定の運営委員会の委員長の出席をもって，当 

該会員の出席とする。また，委員長が欠席の場合で，次のいずれかに該当する場合も，当

該会員が出席したものとみなす。 
 （㸯）議長に対し，総会の議事にかかる権限に関して，各建築協定の運営委員会の委員  
   長が委任状を提出した場合 
 （㸰）各建築協定の運営委員会の委員長から委任を受けた者が出席した場合 

㸱 総会の議決は，出席会員の過半数で決定し，可否同数の場合は，議長の決するところ

による。  
 

㸦役員会㸧 

第㸯０条 役員会は，必要に応じて会長が招集し本会の会務を執行する。ただし，軽易な会

務は会長が処理し，これを役員会に報告する。 

㸰 役員会は，前条の規定に関わらず，事業年度開始日から総会で議決されるまでの間に

必要となる事業活動及び予算に関し，決定することができる。 
 

㸦会ィ㸧 

第㸯㸯条 本会の運営に必要な財源は，次に掲げるものをもって構成する。  



 

 
 

（㸯）  負担金   
（㸰） 補助金   
（㸱）  協賛金   
（㸲）  寄付金 
（㸳）  その他   
㸰 前項の負担金は，別表に掲げる額とする。 

 
㸦事業年度㸧 

第㸯㸰条 本会の事業年度は，㸲月㸯日から翌年㸱月㸱㸯日までとする。 
 
㸦その他㸧 

第㸯㸱条 この規約に定めるもののほか，本会の運営に必要な事項は役員会の承認を得て

会長が定める。 

㸰 第㸯㸯条の負担金が未納の会員は，会員としての資格を失う。 
 

   附 則 

 この規約は，平成㸰年㸷月㸶日から施行する。 

   附 則（平成㸱年㸴月㸯㸳日） 

 この規約は，平成㸱年㸴月㸯㸳日から施行する。 

   附 則（平成㸵年㸴月㸯㸵日） 

 この規約は，平成㸵年㸴月㸯㸵日から施行する。 

   附 則（平成㸯㸯年㸶月㸰㸶日） 

 この規約は，平成㸯㸯年㸶月㸰㸶日から施行する。 

   附 則（平成㸯㸴年㸴月㸯㸰日） 

 この規約は，平成㸯㸴年㸴月㸯㸰日から施行する。 

附 則（平成㸯㸷年㸴月㸰日） 

この規約は，平成㸯㸷年㸴月㸰日から施行する。 
  附 則（平成㸰㸯年㸴月㸯㸱日） 
この規約は，平成㸰㸯年㸴月㸯㸱日から施行する。 
  附 則（平成㸰㸳年㸴月㸯日） 

 この規約は，平成㸰㸳年㸴月㸯日から施行する。 
  附 則（平成㸰㸴年㸴月㸵日） 

 この規約は，平成㸰㸴年㸴月㸵日から施行する。 
   附 則（平成㸰㸵年㸴月㸶日） 
 この規約は，平成㸰㸵年㸴月㸶日から施行する。 
   附 則（令和㸰年㸴月㸯5 日） 
 この規約は，令和㸰年㸴月㸯5 日から施行する。 
 



 

  
 

 

別表 

規模別負担表                            （円／年額） 

規模別（戸） 計算式 分担金／地区当たり 

㸯 㹼   㸰㸳  13×60円／戸＋1,000=1,780 2,000 

㸰㸴 㹼   㸳０  38×60円／戸＋1,000=3,280 3,000 

㸳㸯 㹼   㸵㸳  63×60円／戸＋1,000=4,780 5,000 

㸵㸴 㹼  㸯００ 88×60円／戸＋1,000=6,280 6,000 

㸯０㸯 㹼  㸯㸰㸳 113×60円／戸＋1,000=7,780 8,000 

㸯㸰㸴 㹼  㸯㸳０ 138×60円／戸＋1,000=9,280 9,000 

㸯㸳㸯 㹼  㸯㸵㸳 163×60円／戸＋1,000=10,780 11,000 

㸯㸵㸴 㹼  㸰００ 188×60円／戸＋1,000=12,280 12,000 

㸰０㸯 㹼  㸰㸰㸳 213×60円／戸＋1,000=13,780 14,000 

㸰㸰㸴 㹼  㸰㸳０ 238×60円／戸＋1,000=15,280 15,000 

㸰㸳㸯 㹼  㸰㸵㸳 263×60円／戸＋1,000=16,780 17,000 

㸰㸵㸴 㹼  㸱００ 288×60円／戸＋1,000=18,280 18,000 

㸱０㸯 㹼  㸱㸰㸳 313×60円／戸＋1,000=19,780 20,000 

㸱㸰㸴 㹼  㸱㸳０ 338×60円／戸＋1,000=21,280 21,000 

㸱㸳㸯 㹼  㸱㸵㸳 363×60円／戸＋1,000=22,780 23,000 

㸱㸵㸴 㹼  㸲００ 388×60円／戸＋1,000=24,280 24,000 

㸲０㸯 㹼  㸲㸰㸳 413×60円／戸＋1,000=25,780 26,000 

㸲㸰㸴 㹼  㸲㸳０ 438×60円／戸＋1,000=27,280 27,000 

㸲㸳㸯 㹼  㸲㸵㸳 463×60円／戸＋1,000=28,780 29,000 

㸲㸵㸴 㹼  㸳００ 488×60円／戸＋1,000=30,280 30,000 

㸳０㸯 㹼  㸳㸰㸳 513×60円／戸＋1,000=31,780 32,000 

㸳㸰㸴 㹼  㸳㸳０ 538×60円／戸＋1,000=33,280 33,000 

㸳㸳㸯 㹼  㸳㸵㸳 563×60円／戸＋1,000=34,780 35,000 

㸳㸵㸴 㹼  㸴００ 588×60円／戸＋1,000=36,280 36,000 

㸴０㸯 㹼  㸴㸰㸳 613×60円／戸＋1,000=37,780 38,000 

㸴㸰㸴 㹼  㸴㸳０ 638×60円／戸＋1,000=39,280 39,000 

㸴㸳㸯 㹼  㸴㸵㸳 663×60円／戸＋1,000=40,780 41,000 

㸴㸵㸴 㹼  㸵００ 688×60円／戸＋1,000=42,280 42,000 

㸵０㸯 㹼  㸵㸰㸳 713×60円／戸＋1,000=43,780 44,000 

㸵㸰㸴 㹼  㸵㸳０ 738×60円／戸＋1,000=45,280 45,000 

㸵㸳㸯 㹼  㸵㸵㸳 763×60円／戸＋1,000=46,780 47,000 

㸵㸵㸴 㹼  㸶００ 788×60円／戸＋1,000=48,280 48,000 

㸶０㸯 㹼  㸶㸰㸳 813×60円／戸＋1,000=49,780 50,000 



 

 
 

 

 

備考㸸規模（戸数）については，事業年度開始日を基準とする。 

 

㸶㸰㸴 㹼  㸶㸳０ 838×60円／戸＋1,000=51,280 51,000 

㸶㸳㸯 㹼  㸶㸵㸳 863×60円／戸＋1,000=52,780 53,000 

㸶㸵㸴 㹼  㸷００ 888×60円／戸＋1,000=54,280 54,000 

㸷０㸯 㹼  㸷㸰㸳 913×60円／戸＋1,000=55,780 56,000 

㸷㸰㸴 㹼  㸷㸳０ 938×60円／戸＋1,000=57,280 57,000 

㸷㸳㸯 㹼  㸷㸵㸳 963×60円／戸＋1,000=58,780 59,000 

㸷㸵㸴 㹼 㸯０００ 988×60円／戸＋1,000=60,280 60,000 

㸯００㸯 㹼 㸯０㸰㸳 1013×60円／戸＋1,000=61,780 62,000 

㸯０㸰㸴 㹼 㸯０㸳０ 1038×60円／戸＋1,000=63,280 63,000 


